
平成 18年（ 2006年）2月5日No.1093
ちば県議会だより 

   

　
　
安
全
で
お
い
し
い
水
の
供
給

を
確
保
す
る
た
め
に
、
県
水
道
局

で
は
、
小
規
模
貯
水
槽
水
道
に
関

し
て
、
ど
の
よ
う
な
施
策
を
行
っ

て
い
る
の
か
。 

 

　
　
平
成
十
五
年
四
月
か
ら
、
利

用
者
の
希
望
に
よ
る
水
質
検
査
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
設
置
者
に

対
し
て
は
、
貯
水
槽
の
清
掃
を
行

う
な
ど
の
適
正
な
管
理
に
努
め
る

よ
う
指
導
し
て
い
る
。 

　
今
後
は
、
す
べ
て
の
設
置
者
に

対
し
て
、
管
理
状
況
の
調
査
を
行

い
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
と
と
も

に
、「（
仮
称
）
千
葉
県
水
道
局
中

長
期
経
営
計
画
」
の
期
間
内
に
、

よ
り
一
層
の
適
正
管
理
の
啓
発
や
、

巡
回
に
よ
る
指
導
を
行
っ
て
い
き

た
い
。 

   

　
　
県
の
事
務
手
続
き
に
お
け
る

オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
今
後
の
計
画
は

ど
う
か
。 

　
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
事
務

事
業
の
簡
素
化
・
経
費
の
削
減
等

に
つ
な
が
る
の
か
。 

 

　
　
平
成
十
八
年
三
月
で
六
十
九

手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
、
今

後
の
計
画
で
は
、
県
の
事
務
手
続

き
三
千
五
百
二
十
五
手
続
き
の
う

ち
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
適
さ
な
い

も
の
を
除
く
三
百
五
十
五
手
続
き

を
、
平
成
二
十
年
度
ま
で
に
整
備

す
る
方
針
で
準
備
し
て
い
る
。 

　
ま
た
、
事
務
の
簡
素
化
に
つ
い

て
は
、
手
続
き
を
電
子
化
す
る
に

当
た
り
、
事
務
の
簡
素
化
、
様
式

の
簡
略
化
な
ど
を
進
め
る
こ
と
に

よ
り
、
事
務
の
効
率
化
等
が
進
む

と
考
え
て
い
る
。
経
費
の
削
減
に

つ
い
て
も
、
寄
与
す
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。 

   

　
　
平
成
十
七
年
度
か
ら
導
入
さ

れ
る
国
民
健
康
保
険
の
特
別
調
整

交
付
金
に
つ
い
て
、
各
市
町
村
に

対
し
て
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
の

か
、
ま
た
、
そ
の
基
準
・
内
容
に

つ
い
て
ど
う
検
討
し
て
い
る
の
か
。 

 

　
　
国
の
調
整
交
付
金
が
、
今
年

度
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、

国
分
と
県
分
を
あ
わ
せ
た
市
町
村

へ
の
交
付
金
が
、
前
年
度
と
比
べ

て
減
額
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮

し
て
い
き
た
い
。 

　
ま
た
、
基
準
・
内
容
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
、
千
葉
県
は
保
険
料

の
収
納
率
が
低
い
の
で
、
収
納
率

の
向
上
の
た
め
の
事
業
な
ど
を
織

り
込
み
、
市
町
村
が
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
な
政
策
誘

導
的
な
も
の
を
考
え
て
い
き
た
い
。 

   

　
　
Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
な
ど
の
公

害
防
止
協
定
違
反
を
受
け
て
、
県

は
、
す
べ
て
の
協
定
締
結
工
場
に

対
し
て
「
特
別
立
入
調
査
」
を
実

施
し
て
い
る
旨
、
九
月
の
常
任
委

員
会
で
報
告
が
あ
っ
た
が
、
調
査

の
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。 

 

　
　
環
境
管
理
部
門
の
組
織
体
制
・

チ
ェ
ッ
ク
機
能
や
分
析
デ
ー
タ
の

取
り
扱
い
方
の
適
否
な
ど
の
確
認

を
行
っ
た
結
果
、
既
に
協
定
違
反

が
判
明
し
て
い
る
Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー

ル
を
は
じ
め
と
す
る
四
社
以
外
に
、

測
定
回
数
を
偽
っ
た
り
、
測
定
値

を
書
き
か
え
て
い
た
工
場
は
な
か

っ
た
。 

   

　
　
工
場
緑
地
の
規
制
緩
和
に
つ

い
て
は
、
緑
化
協
定
と
調
和
さ
せ

な
が
ら
進
め
て
い
る
の
か
。 

 

　
　
経
済
と
環
境
の
両
立
を
図
る

た
め
、
緑
地
保
全
を
後
退
さ
せ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
な
新
た
な
仕
組

み
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
緑
化
協

定
制
度
と
の
整
合
を
図
り
な
が
ら

進
め
て
い
る
。 

   

　
　
燃
油
高
騰
に
伴
う
農
業
及
び

漁
業
者
に
対
す
る
金
融
支
援
で
、

一
経
営
体
当
た
り
三
百
万
円
を
貸

付
限
度
と
し
て
、
県
が
利
子
補
給

を
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
ど
の
程

度
の
融
資
額
を
見
込
ん
で
い
る
の

か
。 

 

　
　
融
資
額
は
、
農
業
で
五
千
万

円
、
漁
業
が
三
千
万
円
、
合
計
八

千
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。 

　
融
資
利
率
は
、
現
在
、
基
準
金

利
が
二
・
九
五
％
で
あ
り
、
利
子

補
給
率
が
一
・
二
五
％
、
末
端
金

利
で
一
・
七
％
で
あ
る
。 

   

　
　
構
造
計
算
書
偽
造
事
件
に
よ

っ
て
、
県
と
し
て
の
明
確
な
対
応

を
県
民
か
ら
問
わ
れ
る
と
思
う
が
、

今
後
の
対
応
は
ど
の
よ
う
に
進
め

て
い
く
の
か
。 

 
　
　
県
と
し
て
、
よ
り
厳
正
な
確

認
事
業
に
努
め
る
と
と
も
に
、
特

定
行
政
庁
で
あ
る
各
市
に
対
し
て

も
、
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
く
。 

　
ま
た
、
民
間
の
指
定
確
認
検
査

機
関
に
対
す
る
立
入
調
査
を
適
宜

実
施
し
、
適
正
な
確
認
業
務
の
指

導
に
努
め
て
い
く
。 

　
そ
し
て
、
国
に
対
し
て
も
関
係

都
県
と
連
携
し
て
、
再
発
防
止
に

有
効
な
法
制
度
の
見
直
し
に
つ
い

て
、
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。 

   

　
　
広
島
県
と
栃
木
県
で
小
学
一

年
生
が
下
校
途
中
に
事
件
に
巻
き

込
ま
れ
殺
害
さ
れ
た
が
、
本
県
で

は
、
登
下
校
時
の
安
全
対
策
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で

い
く
の
か
。 

 

　
　
今
回
の
事
件
を
受
け
て
、
通

学
路
の
注
意
箇
所
の
再
点
検
、
交

番
や
「
子
ど
も
一
一
〇
番
の
家
」

の
場
所
の
周
知
と
万
一
の
場
合
の

対
処
方
法
な
ど
を
重
点
項
目
と
し

て
指
導
し
た
。 

　
今
後
は
、
警
察
等
の
協
力
を
得

て
、
子
ど
も
た
ち
が
犯
罪
の
被
害

者
と
な
ら
な
い
た
め
に
、
危
険
予

測
、
回
避
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
安
全
教
育
に
力
を
入
れ
る
こ
と
、

各
学
校
で
、
安
全
マ
ッ
プ
の
作
成

及
び
通
学
路
の
定
期
的
な
点
検
を

実
施
す
る
こ
と
、
保
護
者
・
地
域

住
民
及
び
警
察
等
と
の
一
層
の
連

携
を
図
り
、
地
域
ぐ
る
み
の
取
り

組
み
を
強
化
す
る
こ
と
な
ど
に
こ

れ
ま
で
以
上
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。 

　
ま
た
、
十
二
月
二
十
日
に
、
教

育
関
係
者
、
保
護
者
の
代
表
、
ス

ク
ー
ル
ガ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
な
ど
を

招
集
し
「
児
童
生
徒
の
登
下
校
時

に
お
け
る
安
全
対
策
会
議
」
を
開

催
し
、
今
後
の
取
り
組
み
の
確
認

や
意
見
交
換
等
を
行
う
こ
と
に
し

て
い
る
。 
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各常任委員会の 
 主な質疑から 

可決された意見書 

採択された請願 

　12月16日の議会運営委員会において、平成18年度当初予算及び
これに関係する議案の審査の一層の充実を図り、これらの議案を横断
的かつ多角的に審査するため、予算委員会を設置しました。 

【委 員 長】　本間　　進（自民党） 
【副委員長】　宍倉　　登・阿部　紘一（自民党） 
【委　　員】　篠田　哲彦・斎藤　万祐・八代　俊彦・岡村　泰明 
　　　　　　　遠藤　澄夫・伊藤　　丈・大塚　�玄・佐藤　正己 
　　　　　　　田口　　賢・木名瀬　捷司・山中　　操・信田　光保 
　　　　　　　臼井　正一・渡辺　芳邦（自民党） 
　　　　　　　河野　俊紀・宮　　　寛・花崎　広毅（民主党） 
　　　　　　　小橋　迪夫・藤井　弘之（公明党） 
　　　　　　　丸山　慎一（共産党） 
　　　　　　　加藤　マリ子（社民・県民連合） 
　　　　　　　大野　博美（ネット・無所属） 
　　　　　　　森田　三郎（水と緑の会） 

u児童扶養手当の減額に関する意見書 
u改造エアガン対策の強化を求める意見書 
u構造計算書偽造問題に関する意見書 
u義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書 
u三位一体の改革に関する意見書 
u｢事業仕分け｣による行財政の効率化を求める
意見書 

u道路財源の確保を求める意見書 
u真の男女共同参画社会の実現を求める意見書 

u児童扶養手当の見直しによる受給5年後の減
額率を緩和することを求める意見書の提出に
ついて 

「予算委員会」を設置  


